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「私立高等学校等学び直し支援補助金に係る事務処理について【第６版】」の作成について 

（通知） 

 このことについて、別添のとおり「私立高等学校等学び直し支援補助金に係る事務処理について」

を改正し、令和３年度分の補助金から適用することとしましたので、今後の事務処理に遺漏のないよ

うご留意願います。 

なお、改正の概要は下記のとおりです。 

記 

１ 主な改正内容 

  支給対象となる年間 30単位までとしていた上限について、令和３年度から令和４年度までの期間

において上限を設けず、「通算 74単位」を支給対象単位とするもの。 
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